
議第３４号 

   呉市都市公園条例及び呉ポートピアパーク設置条例の一部を改正する 

   条例の制定について 

 呉市都市公園条例及び呉ポートピアパーク設置条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

   呉市都市公園条例及び呉ポートピアパーク設置条例の一部を改正する 

   条例 

 （呉市都市公園条例の一部改正） 

第１条 呉市都市公園条例（昭和４４年呉市条例第３３号）の一部を次のように改

正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で

示すように改正する。 

改正前 改正後 

（公園施設の建築面積の基準） （公園施設の建築面積の基準） 

第３条の５ 法第４条第１項本文の条例で

定める割合は，１００分の２とする。 

第３条の５ 法第４条第１項本文の条例で

定める割合は，１００分の５とする。 

（指定管理者が行う業務） （指定管理者が行う業務） 

第３条の８ 指定管理者が行う業務は，次

のとおりとする。 

第３条の８ 指定管理者が行う業務は，次

のとおりとする。 

(1)  略 (1)  略 

 (2) 第４条第１項の許可（市長が指定す

るものに限る。以下「特定許可」とい

う。）に関する業務 

(2) 前号に掲げる業務に付随する業務 (3) 前２号に掲げる業務に付随する業務 

（行為の制限） （行為の制限） 

第４条 都市公園において，次に掲げる行

為をしようとする者は，市長の許可を受

けなければならない。 

第４条 都市公園において，次に掲げる行

為をしようとする者は，市長の許可又は

指定管理者の特定許可を受けなければな

らない。 

(1) ～(4)  略 (1) ～(4)  略 

２ 前項の許可を受けようとする者は，行

為の目的，行為の期間，行為を行う場所

又は公園施設，行為の内容その他市長が

指定する事項を記載した申請書を市長に

提出しなければならない。 

２ 前項の許可又は特定許可を受けようと

する者は，行為の目的，行為の期間，行

為を行う場所又は公園施設，行為の内容

その他市長（特定許可に係るものについ

ては，指定管理者。以下この条，第１７

条及び第１９条において同じ。）が指定

する事項を記載した申請書を市長に提出

しなければならない。 

３ 第１項の許可を受けた者は，許可を受３ 第１項の許可又は特定許可を受けた者



けた事項を変更しようとするときは，当

該事項を記載した申請書を市長に提出し

てその許可を受けなければならない。 

は，許可を受けた事項を変更しようとす

るときは，当該事項を記載した申請書を

市長に提出してその許可を受けなければ

ならない。 

４・５ 略 ４・５ 略 

（有料公園施設及び狩留賀海浜公園） （有料公園施設及び狩留賀海浜公園） 

第８条 略 第８条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

 ４ 天応公園のスケートボードエリア及び

ＢＭＸエリアの供用日，供用時間その他

必要な事項は，規則で定める。 

（保証人及び保証金） （保証人及び保証金） 

第１３条 市長は，法第５条第１項，法第

６条第１項若しくは第３項又はこの条例

の規定による許可の際，連帯保証人を立

てさせ，又は保証金を納付させることが

できる。 

第１３条 市長は，法第５条第１項，法第

６条第１項若しくは第３項又はこの条例

の規定による許可（特定許可を除く。）

の際，連帯保証人を立てさせ，又は保証

金を納付させることができる。 

（許可の失効） （許可の失効） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する

ときは，法第５条第１項，法第６条第１

項若しくは第３項又はこの条例の規定に

よる市長の許可は，その効力を失う。 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する

ときは，法第５条第１項，法第６条第１

項若しくは第３項又はこの条例の規定に

よる市長の許可若しくは指定管理者の特

定許可は，その効力を失う。 

 (1) ・(2)  略  (1) ・(2)  略 

 （許可の承継） 

 第１５条の２  前２条の規定にかかわら

ず，相続，合併等により当該使用者の権

利を承継した者で，市長の許可を受けた

ものは，当該使用者が受けた許可を承継

することができる。 

（使用料） （使用料） 

第１６条 使用者又は有料公園施設若しく

は狩留賀海浜公園の附属設備を利用しよ

うとする者は，別表第２に掲げる額の使

用料を市長に納付しなければならない。 

第１６条 使用者又は有料公園施設若しく

は狩留賀海浜公園の附属設備を利用しよ

うとする者は，別表第２に掲げる額の使

用料を市長に納付しなければならない。

ただし，指定管理者に天応公園の管理を

行わせる場合は，この限りでない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

 （利用料金） 

 第１６条の２ 特定許可を受けた者は，当



該特定許可に係る料金（以下「利用料

金」という。）を指定管理者に支払わな

ければならない。 

 ２ 利用料金の額は，別表第２に定める額

の範囲内で，指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定める。 

 ３ 利用料金は，前納とする。ただし，規

則で定める理由に該当する利用料金につ

いては，この限りでない。 

 ４ 利用料金は，指定管理者にその収入と

して収受させる。 

 ５ 指定管理者は，市長が定める基準に従

い，利用料金を減免することができる。 

（使用料の返還） （使用料等の返還） 

第１７条 既に納付した使用料は，返還し

ない。ただし，市長が特に必要と認めた

場合は，この限りでない。 

第１７条 既に納付した使用料又は利用料

金は，返還しない。ただし，市長が特に

必要と認めた場合は，この限りでない。 

別表第２（第１６条関係） 別表第２（第１６条，第１６条の２関係） 

  略    略  

  

 （呉ポートピアパーク設置条例の一部改正） 

第２条 呉ポートピアパーク設置条例（平成１２年呉市条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線及

び太枠で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第５条，第８条，第８条の２関係） 別表（第５条，第８条，第８条の２関係） 

 施設名 使用料   施設名 使用料  

 アーケー

ド 

１日につき ２３，４００円      

 イベント

ガレージ 

１日につき ５４，３００円   イベント

ガレージ 

１日につき ４６，８００円  

 管理棟 １日につき ４５，６００円   管理棟 １日につき ４３，２００円  

 管理棟別

館 

１日につき ６８，７００円   管理棟別

館 

１日につき ７２，０００円  

 工房ハウ

ス 

１日につき ３１，５００円   陶芸館 １日につき １０，８００円  

 多目的ホ １日につき ３６，６００円   多目的ホ １日につき ３２，４００円  

 ール    ール   



 野外ステ

ージ 

１日につき １０，５００円   野外ステ

ージ 

１日につき １０，８００円  

  略    略  

  

第３条 呉ポートピアパーク設置条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線及

び太枠で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第５条，第８条，第８条の２関係） 別表（第５条，第８条，第８条の２関係） 

 施設名 使用料   施設名 使用料  

  略    略  

 管理棟 １日につき ４５，６００円   管理棟 １日につき ７９，２００円  

  略    略  

 芝生広場 ―   芝生広場 ―  

     ３ｘ３バ

スケット

ボールコ

ート 

１日につき ３６，０００円  

  

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から

施行する。 

 (1) 第１条中呉市都市公園条例第３条の５の改正規定及び第１５条の２を加える

改正規定，第２条の規定並びに次項及び付則第４項の規定 令和８年４月１日 

 (2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して１年を超えない範囲内

において規則で定める日 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の呉ポートピアパーク設置条例の規定は，令和８年

４月１日以後になされる申請について適用し，同日前になされた申請については，

なお従前の例による。 

３ 第３条の規定による改正後の呉ポートピアパーク設置条例の規定は，付則第１

項第２号に掲げる規定の施行の日以後の使用について適用する。 

 （準備行為） 

４ 天応公園のスケートボードエリア及びＢＭＸエリア並びに呉ポートピアパーク

の３ｘ３バスケットボールコートに係る使用許可の申請その他の必要な準備行為

は，付則第１項第２号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。 

 

 



（提案理由） 

 天応公園及び呉ポートピアパーク内へのアーバンスポーツ施設の設置，都市公園

の施設の設置等についての条件の緩和等に係る所要の規定の整備をするため，この

条例案を提出する。 


